
委委員員協協議議会会だだよよりり
議会は、休会中も、常任委員会の所管区分ごとに構成されている委員協議会を開催して、

市側の説明を受け、市政に関する自主的な調査・研究を行っています。委員協議会は、定
例月議会の前に開催されるのが通例ですが、緊急に開催されることもあります。

総務委員協議会 ９月１７日
委 員 長…岩 本 優 祐 委員…前 田 富 枝、漆 原 周 義、奥 野 美 佳、
副委員長…野 口 光 男 泉 大 介、一 原 明 美、上 野 尚 子

（１）総合コールセンターについて 広聴相談課
（２）使用料・手数料に関する設定基準（案）について 行革推進課
（３）次期行政改革実施プラン策定に係る基本的な考え方について 行革推進課
（４）防犯カメラの更新及び増設について 危機管理室
（５）スマート自治体の実現に向けたＩＣＴ活用の取り組みについて 職員課、情報推進課
（６）公共施設マネジメントの取り組みについて 資産活用課
（７）工事請負契約締結状況報告（平成３１年４月～令和元年６月）について 契約課
（８）令和２年度の入札・契約制度について 契約課
（９）スマートフォンを利用した新たな納付方法について 納税課
（１０）枚方市プレミアム付商品券事業の進捗状況について プレミアム付商品券室

文教委員協議会 ９月１８日
委 員 長…丹 生 真 人 委員…長 友 克 由、堤 幸 子、野 村 生 代、
副委員長…鍜治谷知宏 千 葉 清 司、岡市栄次郎、大 地 正 広

（１）学校園運営に係る取り組みの今後の方向性について 教育政策課
（２）（仮称）学校整備計画の策定について まなび舎整備室
（３）成年年齢引下げに伴う成人祭の対応について 社会教育課

厚生委員協議会 ９月１９日
委 員 長…田 口 敬 規 委員…番 匠 映 仁、西 田 政 充、木 村 亮 太、
副委員長…松岡ちひろ 小 池 晶 子、田 中 優 子、有 山 正 信

（１）国民健康保険料等のスマートフォンを利用した新たな納付方法について 国民健康保険室
（２）重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の拡充について 障害福祉室
（３）枚方市立くすの木園民営化に係る移管法人の決定について 障害福祉室
（４）子ども・子育て支援の取り組みについて

子ども青少年政策課、子育て運営課、ひらかた子ども発達支援センター

建設環境委員協議会 ９月２０日
委 員 長…中 武 貞 勝 委員…加 藤 治、広瀬ひとみ、八 尾 善 之、
副委員長…藤 田 幸 久 妹 尾 正 信、門 川 紘 幸、山 口 勤

（１）枚方市災害廃棄物処理計画の策定について 環境総務課
（２）「東部清掃工場焼却施設長寿命化総合計画」の見直しに係る精査結果の中間

報告について 東部清掃工場
（３）枚方市駅周辺地区地区計画の決定について 都市計画課
（４）区域区分及び用途地域の一斉見直しについて 都市計画課
（５）「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」の改定及び「緩和制度を

活用した都市拠点形成誘導ガイドライン」の策定について 都市計画課
（６）王仁公園のあり方に係る検討について みち・みどり室
（７）枚方市自転車活用推進計画の策定について 交通対策課
（８）指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について 上下水道経営室

（９）中宮浄水場更新事業について 浄水課、上下水道経営室
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議
会
は
、
１０
月
９
日
の
本

会
議
で
、
平
成
３０
年
度
に
本

市
が
行
っ
た
債
権
の
放
棄
に

つ
い
て
の
報
告
を
聴
取
し
ま

し
た
。

こ
れ
は
、
本
市
が
保
有
す

る
債
権
の
う
ち
、
債
務
者
の

所
在
不
明
に
よ
る
時
効
の
経

過
や
破
産
等
の
理
由
で
回
収

不
能
と
な
っ
た
も
の
を
、
債

権
管
理
及
び
回
収
に
関
す
る

条
例
（
左
下
欄
参
照
）
に
基

づ
き
放
棄
し
た
も
の
で
す
。

今
回
放
棄
し
た
債
権
は
、

６
種
類
１
６
２
０
件
、
総
額

２
６
０
９
万
８
８
１
７
円
で
、

内
訳
は
左
上
表
の
と
お
り
で

す
。くらしの

資金貸付金
債
権
放
棄
の
時
期
な
ど

法
律
の
定
め
は
あ
る
か

質
問

く
ら
し
の
資
金
貸
付

金
の
利
用
者
が
破
産
免
責
を

受
け
た
こ
と
に
伴
い
、
平
成

３０
年
度
末
に
当
該
債
権
の
放

棄
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の

時
期
や
金
額
等
は
、
民
法
な

ど
の
法
律
に
基
づ
い
た
も
の

な
の
か
。

答
弁

く
ら
し
の
資
金
貸
付

金
の
債
権
を
放
棄
す
る
に
当

た
り
、
時
期
や
金
額
等
に
つ

い
て
は
、
特
に
法
律
に
定
め

が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
本

市
の
関
係
条
例
に
沿
っ
て
行

う
も
の
で
あ
る
。

市
民
負
担
を
防
ぐ
た
め

債
権
の
適
正
な
回
収
を

質
問

債
権
放
棄
を
行
う
と
、

結
果
的
に
市
民
等
の
負
担
と

な
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
防

ぐ
た
め
、
市
全
体
の
債
権
回

収
の
取
り
組
み
状
況
と
、
今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て
聞
く
。

答
弁

着
実
な
徴
収
に
努
め
、

平
成
３０
年
度
は
、
未
収
金
が

約
４
億
３
０
０
０
万
円
減
少

し
た
。
今
後
は
、
非
強
制
徴

収
債
権
の
回
収
等
の
た
め
、

弁
護
士
職
員
を
中
心
に
裁
判

所
へ
の
手
続
を
進
め
る
な
ど
、

よ
り
公
平
で
公
正
な
債
権
管

理
・
回
収
に
取
り
組
む
。

く
ら
し
の
資
金
貸
付
金

事
業
の
あ
り
方
の
検
討
を

質
問

今
回
、
く
ら
し
の
資

金
貸
付
金
の
債
権
放
棄
は
破

産
免
責
に
よ
る
が
、
今
後
、

時
効
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。
現
在
、
民
法
上
の
消
滅

時
効
１０
年
を
経
過
し
た
債
権

は
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。

な
お
、
同
貸
付
金
は
返
済

額
が
少
な
い
た
め
、
事
業
の

あ
り
方
の
検
討
を
要
望
す
る
。

答
弁

同
貸
付
金
１
３
８
０

件
、
累
計
約
１
億
２
８
７
６

万
円
の
う
ち
、
１０
年
を
経
過

し
た
も
の
は
９
７
４
件
、
約

９
０
８
２
万
円
で
あ
る
。

議
会
は
、
１０
月
９
日
の
本

会
議
で
、３
基
金
に
つ
い
て
、

平
成
３０
年
度
の
運
用
状
況
の

報
告
を
聴
取
し
ま
し
た
。

各
基
金
の
運
用
状
況
の
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な

お
、
（

）
内
は
基
金
額
。

■
く
ら
し
の
資
金
貸
付
基
金

（
１
億
６
２
０
０
万
円
）

内
訳
は
下
表
の
と
お
り
。

■
土
地
開
発
基
金
（
７
億
１

５
４
５
万
円
）

全
額
を
土
地
取
得
特
別
会

計
へ
貸
し
付
け

■
水
洗
便
所
等
改
造
資
金
融

資
基
金
（
１
０
０
０
万
円
）

融
資
５
件
、
１
３
８
万
円

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

議
会
は
、
１０
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
基
金
条

例
の
一
部
改
正
」
案
を
原
案

の
と
お
り
、
賛
成
多
数
で
可

決
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
く
ら
し
の
資
金

貸
付
金
の
債
権
の
う
ち
、
７

９
１
万
３
６
１
３
円
が
破
産

免
責
に
よ
り
放
棄
さ
れ
た
た

め
、
同
貸
付
金
の
原
資
で
あ

る
く
ら
し
の
資
金
貸
付
基
金

の
額
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、基
金
の
額
は
、

１
億
６
２
０
０
万
円
か
ら
１

億
５
４
０
８
万
６
３
８
７
円

と
な
り
ま
す（
左
上
図
参
照
）。

く
ら
し
の
資
金
貸
付
金

必
要
な
人
へ
の
周
知
を

質
問

く
ら
し
の
資
金
貸
付

金
の
利
用
者
は
年
々
減
少
し

て
い
る
と
い
う
が
、
制
度
に

変
更
が
あ
っ
た
の
か
。

な
お
、
こ
の
制
度
を
必
要

と
す
る
人
に
情
報
を
届
け
る

た
め
の
取
り
組
み
を
今
後
も

進
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

制
度
変
更
は
な
い
が
、

平
成
２７
年
度
か
ら
、
生
活
困

窮
者
自
立
支
援
制
度
に
基
づ

く
自
立
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

で
初
期
対
応
を
行
っ
て
お
り
、

よ
り
多
様
で
適
切
な
支
援
に

つ
な
が
っ
て
い
る
例
が
あ

る
。議

会
は
、
１０
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
市
長
等
の
給
与

に
関
す
る
特
別
措
置
条
例
の

制
定
」案
を
原
案
の
と
お
り
、

満
場
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
条
例
は
、
現
市
長
の
任

期
中
に
お
け
る
市
長
、
副
市

長
等
の
給
料
月
額
を
減
額
す

る
と
と
も
に
、
現
市
長
の
退

職
手
当
を
不
支
給
と
す
る
も

の
で
す
。

な
お
、
給
料
月
額
の
減
額

率
は
次
の
と
お
り
。

◇
市
長
２０
％
◇
副
市
長

１０
％
◇
教
育
長
・
上
下
水
道

事
業
管
理
者
・
病
院
事
業
管

理
者
７
％
◇
監
査
委
員
（
常

勤
）
５
％

く
ら
し
の
資
金
貸
付
基
金

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
増
額
を

質
問

く
ら
し
の
資
金
貸
付

金
の
貸
付
件
数
は
減
少
傾
向

だ
が
、
相
談
件
数
は
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
ニ
ー
ズ
は
あ
る

と
考
え
る
が
、
今
後
、
財
源

が
不
足
す
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
過
去
に
社
会
・
経

済
情
勢
等
か
ら
基
金
を
増
額

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、

今
後
も
必
要
に
応
じ
た
取
り

組
み
を
要
望
す
る
。

答
弁

基
金
残
額
の
増
加
や

貸
付
実
績
な
ど
か
ら
、
現
時

点
で
は
直
ち
に
運
用
に
支
障

を
来
す
と
は
考
え
て
い
な
い
。

議
会
は
、
１０
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
立
く
す

の
木
園
条
例
の
廃
止
」
案
を

原
案
の
と
お
り
、
賛
成
多
数

で
可
決
し
ま
し
た
。

本
議
案
は
、
市
立
く
す
の

木
園
を
令
和
２
年
４
月
か
ら

民
営
化
し
、
そ
の
運
営
を
社

会
福
祉
法
人
に
移
管
す
る
こ

と
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
廃

止
す
る
も
の
で
す
。

同
園
は
、
主
に
知
的
障
害

者
を
対
象
と
し
た
通
所
に
よ

る
障
害
者
支
援
施
設
で
、
自

立
に
向
け
て
生
活
指
導
や
作

業
指
導
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
市
の
方
針
に
基
づ
き
、

平
成
２９
年
５
月
に
民
営
化
の

実
施
が
決
定
さ
れ
、
運
営
を

移
管
す
る
法
人
を
募
集
。
外

部
有
識
者
に
よ
る
審
査
を
経

て
、
本
年
８
月
に
移
管
法
人

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
既
に
引
き
継
ぎ
が

開
始
さ
れ
て
お
り
、
令
和
２

年
１
月
か
ら
は
移
管
法
人
の

職
員
が
派
遣
さ
れ
、
合
同
に

よ
る
支
援
が
行
わ
れ
る
予
定

で
す
。

市
長
ら
の
身
を
切
る
改
革

市
全
体
の
改
革
へ
波
及
を

質
問

今
回
の
市
長
ら
の
身

を
切
る
改
革
を
市
役
所
全
体

の
改
革
に
つ
な
げ
て
こ
そ
意

味
が
あ
る
。
少
子
・
高
齢
化

等
で
財
政
状
況
が
厳
し
く
な

る
中
、
聖
域
を
設
け
る
こ
と

な
く
徹
底
的
に
行
財
政
改
革

に
取
り
組
む
決
意
を
聞
く
。

答
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今
後
、
財
政
状
況
は

厳
し
さ
を
増
す
と
予
測
さ
れ

る
た
め
、
市
役
所
全
体
で
危

機
感
を
共
有
し
、
既
成
の
枠

に
と
ら
わ
れ
な
い
業
務
の
効

率
化
を
進
め
る
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
財
源
確
保
策
に
努
め
、

市
政
改
革
に
邁
進
す
る
。

く
ら
し
の
資
金
貸
付
金

早
急
な
制
度
見
直
し
を

質
問

く
ら
し
の
資
金
貸
付

金
と
同
様
の
制
度
は
、
他
の

自
治
体
に
も
あ
る
の
か
。
ま

た
、
生
活
資
金
の
貸
し
付
け

に
関
す
る
対
応
状
況
を
聞
く
。

な
お
、
類
似
事
業
の
活
用

で
十
分
に
対
応
で
き
る
と
考

え
る
た
め
、
早
急
な
制
度
の

見
直
し
を
要
望
す
る
。

答
弁

府
内
で
同
様
の
制
度

は
１１
市
町
村
に
あ
る
。
未
実

施
の
自
治
体
で
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
が
窓
口
で
あ
る
生

活
福
祉
資
金
の
緊
急
小
口
資

金
を
案
内
し
て
い
る
。

債
権
放
棄
に
伴
う
条
例
改
正

非
効
率
的
で
は
な
い
か

質
問

市
長
は
所
信
表
明
で

業
務
の
さ
ら
な
る
効
率
化
を

進
め
る
と
述
べ
て
い
た
が
、

今
回
の
よ
う
な
債
権
放
棄
に

伴
う
条
例
改
正
を
毎
年
繰
り

返
す
の
で
あ
れ
ば
、
事
務
処

理
が
非
効
率
的
で
は
な
い
か
。

答
弁

本
市
の
関
係
条
例
に

沿
っ
て
適
正
に
対
処
し
た
結

果
と
し
て
債
権
放
棄
に
至
っ

た
。今
後
も
債
権
管
理
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、既
成
の
枠
に

と
ら
わ
れ
な
い
業
務
の
効
率

化
を
進
め
、さ
ら
に
財
源
を
生

み
出
す
よ
う
努
め
る
。

枚
方
市
議
会
報
で
は
、
よ

り
読
み
や
す
い
紙
面
を
目
指

し
、
今
号
か
ら
Ｕ
Ｄ
（
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
）
フ
ォ

ン
ト
の
使
用
を
始
め
ま
し
た
。

ま
た
、「
紙
面
あ
ん
な
い
」
や

用
語
解
説
で
市
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
「
ひ
こ
ぼ
し
く
ん
」
に

登
場
し
て
も
ら
う
な
ど
、
よ

り
親
し
み
や
す
い
紙
面
づ
く

り
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
号
で
は
、
９
月

定
例
月
議
会
の
内
容
を
中
心

に
掲
載
し
ま
し
た
。

枚
方
市
議
会
報
は
、
各
会

派
か
ら
選
出
し
た
委
員
で
構

成
す
る
議
会
報
編
集
委
員
会

で
協
議・決
定
し
た
編
集
基
準

に
基
づ
き
編
集
し
て
い
ま
す
。

御
意
見
、
御
感
想
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
市
議
会
事
務
局

ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
報
編
集
委
員
会

委
員
長
…

前
田

富
枝

副
委
員
長
…

上
野

尚
子

委

員
…

加
藤

治

松
岡
ち
ひ
ろ
、
番
匠

映
仁

妹
尾

正
信
、
丹
生

真
人

公
的
な
役
割
が
大
き
い

施
設
の
民
営
化
は
疑
問

質
問

く
す
の
木
園
の
民
営

化
後
に
お
け
る
重
度
障
害
者

の
受
け
入
れ
体
制
と
市
の
関

与
に
つ
い
て
聞
く
。

な
お
、
同
園
は
公
的
な
役

割
を
果
た
す
べ
き
施
設
で
あ

り
、
民
営
化
に
は
な
じ
ま
な

い
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

在
園
者
は
、
障
害
区

分
に
か
か
わ
ら
ず
、
希
望
す

れ
ば
移
管
法
人
と
契
約
で
き
、

今
後
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、必
要
に
応
じ
、市
・

移
管
法
人
・
保
護
者
代
表
の

三
者
懇
談
を
行
う
こ
と
な
ど

を
協
定
書
で
定
め
て
い
る
。

枚方市キャラクター
ひこぼしくん

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

可
決
し
た
意
見
書（
要
旨
）

議
会
は
、１０
月
１８
日
の
本
会
議
で
、３
件
の
意
見
書
を
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

意
見
書
と
は
…
市
の
公
益
（
市
民
の
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
公
共

の
利
益
）に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、議
会
の
意
思
と
し
て
議
決
し
、

国
会
ま
た
は
関
係
行
政
機
関
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

水
産
政
策
の
改
革
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書

国
会
及
び
政
府
は
、
漁
業
者
が
安
心
し
て
漁
業
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
漁
業
収
入
安
定
対
策
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
法
整

備
を
行
う
こ
と
。

２
�
水
産
物
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
た

め
の
漁
獲
証
明
に
係
る
法
整
備
を
行
う
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
農
林
水
産
大
臣

高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
及
び

移
動
手
段
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
地
方
自
治
体
や
民
間
事
業
者
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
総

合
的
な
事
故
防
止
策
と
し
て
、
高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
及
び
移
動

手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め

ま
す
。

記

１
�
自
動
ブ
レ
ー
キ
な
ど
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
運
転
を
支
援
す
る

装
置
を
搭
載
し
た
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車
や
、
後
づ
け
の
ペ
ダ
ル

踏
み
間
違
い
時
加
速
抑
制
装
置
の
普
及
を
一
層
加
速
さ
せ
る
と
と

も
に
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
購
入
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

２
�
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車
に
限
定
し
た
免
許
や
、
走
行
で
き
る
場

所
や
時
間
帯
な
ど
を
制
限
し
た
条
件
つ
き
免
許
の
導
入
を
検
討
す

る
こ
と
。

３
�
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
高
齢
者
が
日
々
の
買
い
物
や
通
院
な

ど
に
困
ら
な
い
よ
う
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
（
予
約
）

型
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
導
入
な
ど
、
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
免
許
証
の
自
主
返
納
時

に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
等
が
行
う
タ
ク
シ
ー
や
公
共
交
通
機
関

の
割
引
制
度
な
ど
を
支
援
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
総
務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

太
陽
光
発
電
の
適
切
な
導
入
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
地
域
と
共
生
す
る
形
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

を
さ
ら
に
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
太
陽
光
発
電
の
適
切
な
導
入
に
向

け
て
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
認

定
に
当
た
り
、
一
定
規
模
以
上
の
案
件
に
つ
い
て
は
地
域
住
民
へ

の
事
前
説
明
を
発
電
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
具

体
的
な
手
続
を
事
業
計
画
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
す
る
な
ど
、

地
域
住
民
と
の
関
係
構
築
の
た
め
に
必
要
な
取
り
組
み
を
行
う
こ

と
。

２
�
太
陽
光
発
電
設
備
が
災
害
時
に
斜
面
崩
落
を
誘
発
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、急
傾
斜
地
以
外
の
斜
面
に
設
置
さ
れ
る
場
合
も
含
め
、

太
陽
光
発
電
設
備
の
斜
面
設
置
に
係
る
技
術
基
準
の
見
直
し
を
早

急
に
行
う
こ
と
。

３
�
太
陽
光
発
電
事
業
の
終
了
後
に
太
陽
光
発
電
設
備
の
撤
去
及
び

適
正
な
処
分
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
発
電
事
業
者
に
よ
る
廃

棄
費
用
の
積
み
立
て
の
仕
組
み
や
、
回
収
さ
れ
た
太
陽
光
パ
ネ
ル

の
リ
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
の
確
立
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る

こ
と
。

〈
提
出
先
〉
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
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